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                         主催 京橋法人会 共催 日本橋法人会 

京橋法人会では、社会・地域貢献の一環として、税理士・弁護士先生のご協力を得て、どなたでも起こりうる

相続が発生してから 1 年間で必要となる重要な手続きについて、期間ごとにやるべき手続きとポイントを具体

的にわかりやすく解説します。 

会場参加ご希望の方は京橋法人会ＨＰ 公益社団法人京橋法人会 (kyobashi-houjinkai.com)から、もしくは

下記申込書にご記入の上、ＦＡＸでお申込みください。オンライン（Web）参加の方は必ず法人会ＨＰから

お申込み願います。複数回の参加のご希望も可能です。 

各会場とも定員になり次第締め切らせていただきます。（Web は各回限定 100 アカウント、申込期限各開

催日 1 週間前）※定員内のお申込みの方へは特にご連絡はいたしませんので、当日直接お越し下さい。 

なお、経営者等の方で、相続税・事業承継についてのセミナーを希望する方は、10 月 29 日(火)に開催す

るセミナーにご出席ください。 
 

※希望日に〇を付して下さい  

 

参加費 会場参加の場合 ／ 会員・非会員：無料  

オンライン参加 ／ 会員・非会員：1,000円 （資料送付代として。申込後に振込のご案内をいたします） 

送付先 ＦＡＸ０３－３５２３－２０３３お問合せ 京橋法人会 TEL 03-3523-2030 
京橋法人会ＨＰからのお申し込みは  公益社団法人京橋法人会 (kyobashi-houjinkai.com) 

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

所属法人会：公益社団法人日本橋法人会  

支部別研修会 参加申込書（参加希望日の記入をお忘れなく！） 

 

会 社 名                                      連絡先ＴＥＬ                             

参加者名                                             

※ご記入いただいた個人情報は、当事業及び福利厚生事業にのみ使用させていただき 

会場参加 

希望日 開催日・講師 時 間 会  場 
会場  

定員 

 ９月 26日（木）WEB 併用 

曽宮 崇広 氏(税理士) 
午後２時～４時 

銀座ブロッサム７階 

（銀座 2-15-6） 
６０ 

 10月２日（水）  〃 

岩本 結衣 氏(弁護士) 
〃 

銀座ブロッサム７階 

（銀座 2-15-6）  
6０ 

 10月 7日（月）  〃 

相原 恭子 氏(税理士) 
〃 

銀座ブロッサム７階 

（銀座 2-15-6） 
６０ 

 研修のみ 10月 25日（金）  〃 

西林 將之 氏(弁護士) 

午後３時～５時 
※終了後懇親会有 
（会費制） 

月島区民館 

（中央区月島 2-8-11） 
６０ 

 懇親会まで 

 統一テーマによる研修会のご案内（オンライン併設） 

相続発生から 1年間の手続きガイド 

 （いずれかに○を付けてください） 

会員 ・ 非会員 

 

 

https://www.kyobashi-houjinkai.com/%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A
https://www.kyobashi-houjinkai.com/%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A

